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Ⅳ 苦情の処理及び被害の救済

１ 消費生活相談の充実（経済労働局消費者行政センター） 

消費生活相談については、消費生活相談員業務委託の安定した運営により効率的かつ的確な相談体制の

充実を図った。 

⑴ 消費生活に関する相談窓口                                 

令 和 ２ 年 度の相談概要 資料編１(P59)参照        

・窓口相談件数 

 令 和 ２ 年 度 令 和 元 年 度 

相談件数 １０，３１９件 １０，００１件 

・契約当事者の特徴 

多い順に７０歳以上、５０歳代、４０歳代、３０歳代、２０歳代、６０歳代、１９歳以下となった。

前年度と比べて、２０歳代・３０歳代・４０歳代で増加、１９歳以下で微増、５０歳代・６０歳代で微

減、７０歳以上で減少した。男女別では、女性（5,179件）が男性（4,543件）を上回った。 

・相談内容 

１位「契約・解約」8,651件(83.8%)、２位「販売方法」6,762件(65.5%)、３位「接客対応」1,845件

（17.9％）、４位「品質・機能、役務品質」1,736件(16.8%)、５位「価格・料金」1,196件（11.6％）の

順であった。（複数計上） 

・商品・役務（サービス）の特徴 

１位「デジタルコンテンツ」928件（全体の9.0％）、２位「商品一般」726件（7.0％）、３位「不動産

貸借」527件（5.1％）、４位「他の健康食品」460件（4.5％）、５位「役務その他サービス」348件

（3.4％）となった。 

年代別にみると、１９歳以下・２０歳代では「デジタルコンテンツ」が１位、３０歳代では

「不動産貸借」が１位、４０歳代・５０歳代では「デジタルコンテンツ」が１位、６０歳代・７

０歳以上では「商品一般」が 1位となった。 

・店舗外購入（特殊販売）に関する相談 

１位 「通信販売」（4,217 件）、２位「訪問販売」（820 件）、３位「電話勧誘販売」（296 件）となった。店

舗外購入の主な商品・役務については、１位の「通信販売」は「デジタルコンテンツ」、２位「訪問販売」

は「修理サービス」、３位「電話勧誘販売」は「インターネット接続回線」が上位を占めた。 

・土曜日相談件数 

 令 和 ２ 年 度 令 和 元 年 度 

相談件数 ９１１件 ７５６件 

・メール相談件数 

 令 和 ２ 年 度 令 和 元 年 度 

相談件数 ３２０件 ２０１件 
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⑵ 消費生活相談員への助言等の充実 

法律的・専門的な知識が必要とされる消費生活相談に対して、弁護士のアドバイスを受けながら相談を

実施できる体制を築くことにより、相談窓口の高度化を図った。 

また、消費生活相談に必要な知識習得や相談事案処理能力の向上ための研修を充実させ、消費生活相談

員の資質の向上を図った。

① 専門的アドバイス                                     

・弁護士の来所による助言 ３６回 

・弁護士による電話での簡易な助言 通年 

② レベルアップ研修                                     

・弁護士を講師とする苦情処理の研修会 ３回 

・レベルアップ研修 ２回 

・研修参加支援 ４６回（延べ１８９人） 

⑶ 特別相談の実施                                       

・「若者特別相談(若者トラブル１８８)」の実施 

「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン」の開催中、「若者トラブル１８８」を実施

し、２日間で５件(２０歳未満２件、２０歳～２９歳３件)の相談を受け付けた。 

・「高齢者被害特別相談」の実施 

関東甲信越ブロックの自治体・消費者団体・独立行政法人 国民生活センターで同時実施､３日間で２１

件の相談を受け付けた。 

・「多重債務者特別相談会」の実施 

多重債務者相談強化キャンペーン２０２０の期間に合わせ、県・神奈川県弁護士会・県司法書士会と共

催で実施し、弁護士による法律相談と生活再建支援相談員による生活再建支援相談を実施した。 

⑷ 緊急特別相談の実施                                     

緊急特別相談の必要性が認められなかったため、実施を見送った。 

⑸ 危害・危険情報の収集                                    

実際にけが、病気等を受けた危害は１４１件で、皮膚障害４２件、消化器障害２７件、熱傷１２件、擦

過傷・挫傷・打撲傷７件、呼吸器障害７件が主な相談であった。 

危険は４８件で、破損・折損９件、異物の混入６件、過熱・こげる５件、機能故障５件、発煙・火花４

件が主な相談であった。 

独立行政法人 国民生活センター等の関係機関に危害情報を迅速に提供した。 
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⑹ 重大事故等の通知                                      

消費者安全法に規定する重大事故等について消費者庁に１０件通知した。 

⑺ 関係機関との連携                                      

・多重債務者関係連絡会議「研修会」 １回 

・多重債務相談担当者連絡会  １回 

２ 被害の救済（経済労働局消費者行政センター） 

⑴ 苦情処理のあっせん・調停等                                 

苦情処理部会の開催 令和３年２月９日（火） 

【議 題】 

・令和２年度上半期消費生活相談統計について 

・消費生活相談における解決苦慮事例について 

⑵ 消費者訴訟の援助                                      

消費者訴訟の費用援助の対象となる案件はなかった。 

⑶ 被害の救済に向けた関係機関との連携                            

関係機関との連絡会議に出席し、情報収集・情報交換を行い、消費者の被害救済にむけて連携の強化

を図った。 

・消費生活相談担当者会議       ５回 

・消費者被害拡大防止連絡会議     ４回 

・消費者問題懇談会          ２回 

・事業者団体等との懇談会       ３回 

・神奈川県警察本部及び市内８警察署との連絡会議の連絡会議    １回 
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